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令和５(2023)年みよし市教育委員会 第７回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

令和５(2023)年７月２８日（金）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１．６０２会議室 

 

教育長：増 岡 潤一郎   教育長職務代理者：鈴 木 千 郷 

委  員：近 藤 憲 司   委 員：加 藤 知 子 

委 員：清 水 素 子 

 

教育部長：冨田泰隆、教育部参事：新美貴宏、教育部次長兼学校教育課長：

木戸貴秀、教育部副参事兼学校教育課主幹：鈴木克弥、学校給食センター

所長：伊藤益好、スポーツ課長：林 幸男、生涯学習推進課長兼中央図書

館長：二子石 勝、歴史民俗資料館長：橋本慎一郎 

 

学校教育課副主幹：西世古貴志、学校教育課主査：溝口 洋 

 

なし 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。 

また、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６

条第１項の規定に基づき、学校教育課西世古副主幹と溝口主査にお願いし

ます。 

 

 本日の定例会への傍聴の申出はありませんでした。 

 

日程１、令和５年みよし市教育委員会第７回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告。 

お配りしました一覧表の通りです。アフターコロナで各小、中、高の夏

のイベントがたくさん戻ってまいりました。本市では７月１５日からＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ全国中学生カヌースプリント選手権大会が

開催されまして、３００人を超える選手と２５０人ほどのボランティアで

大きなイベントが行われました。 

また、７月２４日には春の選抜甲子園に出場した南中の卒業生があいさ

つに来てくれました。７月２６日にはみよし市内の高校生でインターハイ

に出場する選手が市長に表敬訪問してくれましたので、激励会を開催しま

した。みよしの子どもたちが頑張っていることを報告します。以上です。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 
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録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ４ 

【 議 事 】 

 

議案第２９

号（みよし市

指定管理者

選定審査会

（太陽の広

場）委員の選

任について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

【前回（第６回定例会）会議録の要点説明】 

 

 会議録につきまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委 

員会会議規則第１６条第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員

は、挙手をお願いします。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

 

議案第２９号の説明をお願いします。 

 

資料１ページを御覧ください。令和５年議案第２９号みよし市指定管理

者選定審査会（太陽の広場）委員の選任について、現在、福田町に設置の

社会体育施設太陽の広場の指定管理者をしています福田行政区の指定管理

期間が満了するため、改めて指定管理者を選定するものです。 

この案を提出するのは、社会体育施設である太陽の広場の指定管理期間

が令和６年３月３１日 で終了するため、指定管理者選定審査会を設置し、

新たに指定管理者を決定するための委員を選任する必要があるからでござ

います。 

資料２ページをご覧ください。みよし市指定管理者選定審査会の委員名

簿案です。みよし市附属機関の設置に関する条例第２条別表の選任基準に

より５人の方を選任しております。 

学識経験を有する者として愛知教育大学准教授佐野真紀様、公の施設に

関し専門的知識を有する者としてあいちＮＰＯ市民ネットワークセンター

理事長新谷千晶様、市民及び市長が必要と認める者として、いきいきクラ

ブみよし連合会長近藤義広様、みよし市民生児童委員協議会会長久野文仁

様、みよし市区長会代表石川道男様です。 

任期は令和５年８月３日から令和６年３月３１日までです。 

当議案の議決後は、委員の委嘱及び指定管理者選定審査会に指定管理候

補者の募集及び選定について諮問を行ってまいります。 

資料３ページ、４ページは、太陽の広場の指定管理者を選定する審査会

の設置要綱を掲載しています。以上説明を終わります。 

 

議案第２９号について、質疑又はご意見のある委員は挙手をお願いしま
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議案第３０

号（令和６年

度にみよし

市立小中学

校が使用す

る教科用図

書の採択に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

学校教育課 

主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育長職務 

す。 

  

 【質疑・意見なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２９号みよし市指定管理者選定審査会（太

陽の広場）委員の選任について、原案を可決することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第３０号の説明をお願いします。 

 

議案第３０号令和６年度にみよし市立小中学校が使用する教科用図書の

採択についてお願いします。この案を提出するのは、令和６年度にみよし

市立小中学校が使用する教科用図書について、教育委員会で採択する必要

があるからです。 

本日、配付させていただいております令和６年度にみよし市立小中学校

が使用する教科用図書の採択についての１ 令和６年度にみよし市立小学

校が使用する教科用図書一覧をご覧ください。 

こちらは、令和５年７月１９日水曜日に開催された令和５年度第２回豊

田・みよし地区教科用図書採択地区協議会の選定結果を一覧にまとめたも

のです。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第

５項にありますように、市町村の教育委員会は、採択地区協議会の協議の

結果に基づき採択することになっております。よって、令和６年度にみよ

し市立小学校が使用する教科用図書については、採択地区協議会で選定さ

れた、この一覧に掲載している教科用図書の採択を提案します。 

続きまして、２ 令和６年度にみよし市立中学校が使用する教科用図書

一覧を御覧ください。 

こちらは、令和６年度にみよし市立中学校が使用する教科用図書の一覧

です。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条に基

づき、令和５年度と同一の教科用図書の採択を提案します。 

なお、選定の経緯等につきましては、令和５年度第１回及び第２回の豊

田・みよし地区教科用図書採択地区協議会へ、委員の皆様にご出席いただ

き、協議していただきましたので、細かな説明は省略させていただきます。 

以上、よろしくお願いします。 

 

議案第３０号について、質疑又はご意見のある委員は挙手をお願いしま

す。 

  

 意見を述べさせていただきます。みよし市立小中学校が使用する教科用
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日 程 ５ 

【協議及び

報告事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代 理 者 

 

 

教 育 長 

 

近 藤 委 員 

 

 

 

清 水 委 員 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

学校教育課 

主 幹 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

図書につきましては、先日豊田市で開催されました豊田みよし地区教科用

図書地区協議会での結果を尊重したいと思います。 

 

 その他の委員は質疑等ありますか。 

 

 私も鈴木委員と同じ意見です。７月１９日の地区協議会で各教科の専門

の先生方がかなり調べて各教科書会社の特徴を話されましたので、その結

果に基づいた結果ですので尊重した方がいいと思います。 

 

 初めて参加させていただき、先生方がすごく検討されたものですので、

その結果ですから尊重したいと思います。 

 

その他の委員は質疑等ありますか。 

 

 【質疑・意見なし】 

 

質疑ありませんので、議案第３０号令和６年度にみよし市立小中学校が

使用する教科用図書の採択について、原案を可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 

１点連絡したいことがあるのですが、発言してもよろしいでしょうか。 

豊田・みよし地区を含む、県内各採択地区の教科用図書の採択状況等に

つきましては、９月１日に愛知県教育委員会から県下一斉に公表されるこ

とになっております。９月１日までの期間は、一般に公表しないようお願

いします。 

 

続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協

議及び報告をお願いします。 

 最初に８月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 

資料７ページ９ページのとおりです。 

教育委員の皆さまにご案内させていただく行事といたしましては、８月

１７日木曜日、教育委員協議会及び第８回教育委員会定例会、２２日火曜

日士別市派遣団員解団式、２４日木曜日教育研究大会であります。それぞ

れご案内いたしますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 
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各 委 員 

 

教 育 長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【質疑なし】 

 

 続きまして学校教育課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

私からは、審査承諾をした後援等申請の報告について説明させていただ

きます。 

資料１０ページ、審査承諾をした後援等申請の報告についてをご覧くだ

さい。 

審査承諾をした後援等申請は、過去に後援等の実績のある事業が７件、

新たに後援等の申請があった事業が４件です。 

個別の内容を順にご説明させていただきます。 

３０番子ども夢の商店街、申請者はこども夢の商店街実行委員会、開催

日は令和５年９月２３、２４日、会場はららぽーと愛知東郷、内容は子ど

もたちが、自分の店を開いたり仕事を探して働くことでおむすび通貨を稼

いだり、買い物をしたりする、商店街に見立てた空間でのキャリア教育の

イベントです。 

３２番 ARTLAB（BLUE＋）Vol.003 i‘ｍ lovin’it、申請者はＮＰＯ

法人ＢＬＵＥ、開催日は令和５年８月１日から１３日まで、会場はサンラ

イブギャラリー、内容は障害のある子などの美術作品の展示です。 

３３番合唱ミュージカル「とべないホタル」、申請者は親と子のみどりの

杜合唱団、開催日は令和６年６月１日、２日、会場は長久手市文化の家、 

内容はミュージカルの上演です。  

３４番子ども日本舞踊教室、申請者は西川流みよし支部、開催日は令和

５年９月からの計１０回、会場はサンライブ、内容は日本舞踊を体験でき

る特別講座の開催です。 

３５番第１７回三好池 E ボート交流会、申請者はみよし市カヌー協会、

開催日は令和５年１０月２８日、会場は三好池カヌー競技場、内容は子ど

もから大人まで広く参加した Eボートの交流会です。 

３９番第５１回人権を理解する作品コンクール、申請者は名古屋法務局

人権擁護部、愛知県人権擁護委員連合会、開催日は令和５年１０月１６日

から令和６年２月１３日まで、会場は名鉄百貨店本店、内容は人権擁護に

関するポスター、書道、標語募集、表彰、展示です。 

４０番第５０回豊田みよし珠算競技記念大会（愛知県あんざんそろばん

予選大会）、申請者は公益社団法人全国珠算教育連盟愛知県支部豊田地区、 

開催日は令和５年１０月２９日、会場は豊田市福祉センター、内容は小学

生を対象とした珠算競技です。 

続いて、新たに後援等の申請があった事業です。 

３１番みよし親子筝曲教室、申請者はみよし筝曲普及会、開催日は令和

５年８月２６日から１１月４日までの間の７日間、会場は、サンライブ音

楽室、内容は筝曲を体験できる講座の開催です。 

３６番ともいき SDGｓシンポジウム、申請者は東海学園大学ともいき教

養教育機構、開催日は令和５年９月３０日、会場は東海学園大学三好キャ
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教 育 長 

 

教育長職務 

代 理 者 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長職務 

代 理 者 

 

ンパス、内容はＳＤＧｓについて考えるシンポジウムの開催です。 

３７番第１５回環境教育ポスターコンクール、申請者は公益財団法人こ

ども教育支援財団、開催日は作品募集が令和５年８月２２日から１０月２

日まで、表彰式が令和５年１１月１９日、作品展示が令和５年１１月下旬

から令和６年３月まで、内容は環境をテーマとするポスターコンクールの

開催です。 

３８番ピースアクションみよし、申請者はピースアクションみよし実行

委員会、開催日は令和５年８月６日、会場はカネヨシプレイス、内容は原

爆パネル、戦争体験絵手紙等の展示です。 

続いて、資料１３ページ、令和５年度みよし未来塾の実施について、説

明させていただきます。 

みよし未来塾は、家庭学習の習慣ができていない、あるいは学習に遅れ

を感じている中高生の学習の場として、学習支援員を配置した参加費無料

の学習の場です。 

毎年、夏休みと冬休みに開催しておりますが、今回は、８月１日から２

５日までで１２日間、市民活動センターとおかよし交流センターの２か所

で開催します。既に参加者の募集も終わっており、市民活動センターは２

７人、交流センターでは３２人が申し込まれています。また、学習支援員

についても十分な人数を確保しています。予定どおり開催初日に向けて準

備を進めてまいります。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

審査承諾をした後援等の報告ですが、１０ページ３０番で子ども夢の商

店街、申請者こども夢の商店街実行委員会とありますが、「子」が漢字であ

ったりひらがなであったり、それから３２番（４）で障害のある子供達や

生きづらい子供達とある「子供」の表記と３４番「子ども」の子が漢字で

使われていますけれど、これは申請者によって変わっている部分があると

思いますが、みよし市役所の例規の中で用語の使い方でここは漢字、ここ

はひらがなという決まりがあると思うのですが確認をお願いできますか。 

 

３０番ですが、子どもの子は漢字ではなくひらがなですのでタイトルの

子をひらがなに修正をお願いします。 

なお、一般的に多く使っているのは漢字の「子」にひらがなの「ども」

です。その他では法令とか省令で規定されている場合は漢字で「子供」と

表記したり、意図的に「こども未来部」と組織の中で表記する場合があり

ますが、文書上では漢字の「子」にひらがなの「ども」と使われるのが一

般的です。 

 

３２番の「子供」の使い方は市役所としてどちらが正しいのか、３５番

の（４）でも漢字の「子供」が使われておりますけど一貫性が無い、この

部分は市側が作ったと思うのですが統一性がないように思われます。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長職務 

代 理 者 

 

 

 

教 育 長 

 

清 水 委 員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

近 藤 委 員 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

審査承諾をした後援等申請の報告については、今回では１０ページから

１２ページまでの内容については、それぞれの申請者が記載した文字をそ

のまま使用させていただいてますので、申請者が漢字で「子供」と書いて

きた場合はそのまま漢字で表記しておりまして、ひらがなの場合はひらが

なで表記しています。 

 

市としてこのままでいいのか統一すべきなのか、確認しておいてくださ

い。 

 

市としては漢字の「子」とひらがなの「ども」を使っています。ただし

４月に新設された「こども未来部」はひらがな表記ですが、その経緯は国

が「こども家庭庁」がひらがなで表記されておりまして、そこから持って

きているという流れがございまして、今後こういった表記はひらがなでし

てほしいという通知は受けているのですが、まだ統一ができておりません。

鈴木委員のおっしゃるとおり混在していると見にくいので、今後統一され

ていくと思います。 

 

教育長もおっしゃっていましたけど、内容の部分はあくまでも申請側が

どういう文字を使っていても、これは公文書になるのですから、申請者が

書いてきた文言をそのまま使うのかどうかは検討していただいて、統一す

べきだと思います。 

 

他に質疑等はありませんか。 

 

みよし未来塾についてですが、学習支援員というのはどういう資格が要

るのですか。 

 

１７ページが学習支援員の募集のチラシになっていますが、特に資格は

必要としていません。その他に書かれていることができれば、お願いをし

ています。主には大学生や一般の方、学校の先生のＯＢにお願いをしてい

ます。 

 

未来塾のサポーターの人についてですが、プール開放のサポーターの人

だとかなり事前に研修があっていますが、ここのサポーターについても少

なくとも子どもに直接関わるので、適正かどうか、応募したらはいどうぞ

ではなくて面接などで決定すべきだと思います。 

賃金ですが。９８７円から１，０４６円と書いてあるんですが、一律１，

０００円とならない訳は。 

 

学習支援員は、任用としては市の会計年度任用職員で、応募された方は、

市の会計年度任用職員で使っている履歴書により窓口で面接しています。 

賃金については、市の会計年度任用制度と同様、最低が９８７円ですが
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日 程 ６ 

【閉会宣言】 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

経験に応じて加算され、上限は１，０４６円となっています。 

 

実際には校長のＯＢ等教員免許をもっている方で非常勤として小中学校

に勤務しており、夏休みに勤務が無い方を必ず各会場に置いて、大学生を

プラスしています。最近は学生が少ない傾向にあります。 

 

他に質疑等はありますか。 

 

【質疑なし】 

 

 他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、令和５年みよし市教育委員会第７回定例会を閉会します。 

（午前１０時４０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回は、令和５年８月１７日木曜日午前１０時から、市役所６階６０１・

６０２会議室にて、第８回定例会を開催いたします。 

 


